
①
人
口
減
少
、
高
齢
化
、
行
財

政
の
状
況
な
ど
、
今
後
の
鳥
取
県

東
部
地
域
の
厳
し
い
展
望
を
踏
ま

え
、
将
来
に
わ
た
り
、「
夢
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り
」
を
実
現
で
き
る
行

政
体
制
の
確
立
が
必
要
な
こ
と
。

②
合
併
を
実
現
し
な
い
場
合
に

は
、
住
民
生
活
に
不
可
欠
な
社
会

資
本
整
備
を
含
め
、
基
礎
的
な
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
困
難
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

③
合
併
を
実
現
す
る
場
合
に
は
、

行
政
体
制
の
整
備
、
行
財
政
の
効

率
化
、
国
・
県
の
合
併
支
援
措
置

な
ど
に
よ
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
や
地
域
活
性
化
施
策
の
実
施

が
可
能
と
な
る
こ
と
。

④
合
併
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、

住
民
理
解
が
重
要
で
あ
り
、
合
併

に
関
す
る
基
礎
情
報
を
積
極
的
に

提
供
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
心

配
に
応
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ

と
。

⑤
平
成
十
六
年
度
末
の
合
併
特

例
法
期
限
内
の
国
・
県
の
支
援
措

置
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
、
無
視

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

①
歴
史
的
な
側
面
か
ら
み
て
、

城
下
町
鳥
取
を
中
心
と
し
た
結
び

付
き
が
強
い
。

②
生
活
圏
の
側
面
か
ら
み
て
、

鳥
取
市
を
中
心
と
し
た
結
び
付
き

が
強
い
。

③
住
民
移
動
の
側
面
か
ら
み
て
、

鳥
取
市
を
中
心
と
し
た
東
部
圏
域

内
の
結
び
付
き
が
強
い
。

④
広
域
行
政
の
側
面
や
国
・
県

の
行
政
機
関
の
配
置
か
ら
み
て
、

東
部
圏
域
の
一
体
性
は
高
い
。

⑤
行
財
政
の
状
況
か
ら
み
て
、

小
規
模
な
団
体
ほ
ど
コ
ス
ト
が
高

く
な
っ
て
い
る
。

⑥
財
政
の
ス
ト
ッ
ク
（
資
産
・

負
債
の
蓄
積
）
に
つ
い
て
、
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
上
は
大
き
な
差
は
み

ら
れ
な
い
。

⑦
行
政
水
準
・
サ
ー
ビ
ス
水
準

か
ら
み
て
、
あ
る
程
度
の
差
は
あ

る
も
の
の
、
調
整
が
可
能
な
範
囲

内
と
想
定
さ
れ
る
。

◎
地
域
の
現
況
、将
来
人
口
推
計
、

生
活
圏
の
一
体
性
、
行
財
政
推
計

な
ど
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
鳥

取
県
東
部
地
域
15
市
町
村
は
、
合

併
の
素
地
を
共
有
し
て
い
る
。

◎
「
夢
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」

を
実
現
で
き
る
行
政
体
制
を
整
備

す
る
た
め
、
市
町
村
合
併
を
合
併

特
例
法
期
限
内
に
行
う
べ
き
。

◎
そ
の
際
、
大
規
模
合
併
は
、

小
規
模
合
併
に
比
べ
て
、
行
財
政

改
善
効
果
が
大
き
く
、
よ
り
充
実

し
た
行
政
体
制
整
備
が
な
さ
れ
る

こ
と
を
十
分
踏
ま
え
る
べ
き
。

◎
研
究
会
の
検
討
結
果
を
も
と

に
、
住
民
説
明
・
住
民
の
意
向
把

握
、
関
係
市
町
村
協
議
を
行
う
べ

き
。

◎
関
係
市
町
村
協
議
を
円
滑
化

す
る
た
め
に
、
合
併
パ
タ
ー
ン
類

型
に
基
づ
き
世
話
人
を
置
く
べ
き
。

【
代
表
世
話
人
】
鳥
取
市
長

【
世
話
人
】
国
府
町
長
・
用
瀬
町

長
・
鹿
野
町
長

市町村合併を考える　特集号■市町村合併についての問い合わせは、企画課（q20―3153）まで

とっとり市報

東
部
市
町
村
合
併
研
究
会
の
結
論�

東
部
市
町
村
合
併
研
究
会
の
結
論�

※合併特例法とは、市町村合併を推進するための法律です。


